
東京学芸大学留学生教育プログラム実施要領の一部改正について 

 

改正理由：プログラム参加期間緩和による入学時期の見直しのため，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

 （入学時期） 

第５ ISEP生の入学時期は，４月又は10月とする。 

 （学期） 

第６ 学期は，次の２学期とする。 

 

  春学期 ４月１日から９月30日まで 

秋学期 10月１日から翌年３月31日まで 

 （身分） 

第７ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

 この要領は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （入学時期） 

第５ ISEP生の入学時期は，10月とする。 

 （学期） 

第６ 学期は，次の２学期とする。 

秋学期 10月１日から翌年３月31日まで 

  春学期 ４月１日から９月30日まで 

 

 （身分） 

第７ 〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

 


